
徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第２２８号 

 

第１ 審査会の結論 

徳島県知事の決定は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 公文書公開請求 

令和３年６月９日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例第

１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下「実

施機関」という。）に対し、「１．Ｒ３．５月３１日、多面的事業（Ｒ１～２年度）

に農政局に実施報告（適正である）とした伺い及び関係書類全部 ２．○○土地改良

区に関するＲ２年度の定期検査に求づく指摘事項に対する経偉経 が分かる書類全部 

農山漁村振興課、法人検査課、農山水産○○」の公文書公開請求（以下「本件請求」

という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

令和３年６月２３日、実施機関は、本件請求に対して、農林水産部○○において保

有するものと特定し、当該公文書が不存在であるとして、条例第１２条第３項の規定

により公文書公開請求拒否決定処分（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求

人に通知した。 

 

３ 審査請求 

令和３年６月２５日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

令和５年１月６日、実施機関は、徳島県情報公開審査会（現徳島県情報公開・個人

情報保護審査会）に対して、本件審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）

を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

県の枉法行為を確認した為 

 

２ 審査請求の理由 

本来あるべき書類（市から国県市抽出検査（県推進協議会）における対応方針及び

対応状況の確認等多面的事業に関する作業員とか自主委託契約等を受理した書類及び

改良区の定カン違反等の定期検査で確認をしながら黙殺した件で知り得た書類を出



せ。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由は、おおむね次のとおり

である。 

実施機関は、審査請求人が公文書公開請求した書類は、令和３年５月３１日に農山

漁村振興課から中国四国農政局長へ提出した書類及び令和３年２月１５日から２月２

４日に法人検査課が実施した土地改良区検査に関する書類であると特定したが、農林

水産部○○において当該文書は保有しておらず、当該公文書公開請求について、条例

第１２条第３項の規定により公開請求を拒否した。 

 

第５ 審査会の処理経過 

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年月日 内 容 

令和５年 １月 ６日 諮問 

令和７年 ７月２９日 
第３部会（第２２回） 

審議 

同  年 ８月２７日 
第３部会（第２３回） 

審議 

 

第６ 審査会の判断 

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 

１ 本件対象公文書の保有の有無について 

実施機関は、本件請求に係る公文書を第２の２のとおり特定し、当該公文書が不存

在であるとして本件処分を行っている。 

これに対して、審査請求人は、「あるべき書類」が存在する旨主張しており、公文

書の存在を争っていると解されることから、本件請求に係る公文書の保有の有無を以

下検討する。 

(1) 多面的機能支払交付金について 

  多面的機能支払交付金は、国が都道府県からの申請に基づき、都道府県に交付金

を交付し、都道府県は市町村からの申請に基づき市町村に交付金を交付、市町村は、

農地維持活動を実施する対象組織からの交付申請に基づき対象組織に交付金を交

付することとされている（多面的機能支払交付金実施要領（平成２６年４月１日２

５農振第２２５５号農林水産省農村振興局長通知）第１の１３及び１８）。 

  また、多面的機能支払交付金の事業実績については、市町村長が毎年度、都道府

県知事に報告し、都道府県知事が取りまとめの上、地方農政局長等に報告するもの



とされている（多面的機能支払交付金実施要綱（平成２６年４月１日２５農振第２

２５４号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第８の１及び別紙２の第８の１）。 

(2) 土地改良区の検査について 

都道府県知事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等を遵守させ

るために必要があると認めるときは、土地改良区の業務若しくは会計の状況を検査

することができることとされている（土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第

１３２条第１項）。 

検査終了後には、徳島県土地改良区等検査実施要領第１０条の規定に基づき、是

正又は改善すべき点を記載した検査書が、検査を受けた土地改良区に交付され、当

該土地改良区からは、検査指摘事項に係る見解や今後とるべき方針等を記載した検

査回答書が実施機関に提出される。 

(3) 本件対象公文書の保有の有無について 

実施機関によると、農林水産部○○の分掌事務は、多面的機能支払交付金の交付

に関する業務及び土地改良区に対する検査指摘事項の改善状況の確認等に関する

業務であり、地方農政局長への多面的機能支払交付金の事業実績の報告に関する業

務及び土地改良区に対する検査業務は行っていないとのことである。 

当審査会において確認したところ、地方農政局長への多面的機能支払交付金の事

業実績の報告に関する業務は農山漁村振興課に、土地改良区に対する検査業務につ

いては法人検査課に分掌されており、農林水産部○○において当該請求に係る事務

を所掌していないことは、実施機関の組織・権限に関する規程等からもこれに相違

ないと認められることから、本件請求に係る公文書を保有しておらず、不存在であ

るとの実施機関の説明には、特に不合理な点は認められない。 

 

２ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものではない。 

 

３ 結論 

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。 
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